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はじめに

　本事件は、「2016年度知的財産権司法保護に係る
10大判例」から選出したものである。本事件は、中
国が国内外権利者の合法的な権益に対して平等な
保護原則を実施していることを体現し、信義誠実の
原則が商標出願・登録行為に対する規範化において、
どれくらい重要な意義を有するかについて強調して
いる。最高裁判所が判決の中で述べた「商標法」に
おける先行氏名権の保護問題に係る法律適用基準は、
このような事件の裁判基準に対して重要な影響を与
えている。

Ⅰ　事件の概況

１．基本情報
再審申立人（一審原告、二審上訴人）：マイケル・

ジョーダン
再審被申立人（一審被告、二審被上訴人）：商標

審判委員会
一審第三者：喬丹体育股份有限公司
判決の情報
一審　北京第一中等裁判所（2014）一中行（知）

初字第9161、9162、9163、9164、9165、9166、9167、
9168、9169、9170号行政判決書

二審　北京高等裁判所（2015）高行（知）終字
第1896、1909、1911、1912、1914、1915、1917、
1918、1925、1926号行政判決書

再審　最高裁判所（2016）最高法行再15、20、25、
26、27、28、29、30、31、32号行政判決書

２．事件の経緯
一審第三者喬丹体育股份有限公司（以下「喬

丹社」という）は、中国国内で比較的高い知名度
を具有する体育用品企業として、国際分類第25
類、第28類等の商品又は役務において、「喬丹」、

「QIAODAN」等の登録商標（以下「係争商標」と
いう）を享有している。喬丹社の前身は、「福建省
晋江陳埭渓辺日用品二廠」であったが、2000年に
その社名を正式に「喬丹体育」へ変更した。

2012年10月31日、再審申立人は、再審被申立人
に対して、係争商標の取消請求を提出したが、そ
の主な理由は、次のとおりである。第１、マイケ

ルジョーダン（中訳名：邁克爾・喬丹）は世界で
有名な米国バスケットボール・スターとして、中
国で極めて高い知名度を享有しているが、係争商
標を含む、邁克爾・喬丹に係る大量の標章を商標
として出願・登録したことは、「中国不正競争防
止法」第２条にいう信義誠実の原則に違反した行
為であり、かつ、同法第５条第（３）号にいう「無
断で他人の企業名称又は氏名を使用することによ
り、他人の商品であるかのような誤認をもたらし
た」不正競争行為に該当する。第２、喬丹社及び
その関連企業は、更に邁克爾・喬丹に係る商標と
他人の商標を数多く出願・登録し、不正に行政審
査資源を占用し、商標登録秩序を乱している。喬
丹社の行為は、2001年から施行された「中国商標
法」（以下「商標法」という）第41条第１項にいう

「その他の不正手段で登録された」状況に該当す
る。第３、喬丹社と邁克爾・喬丹との間にはかつ
て如何なるビジネス的な往来がなく、邁克爾・喬
丹から授権を得たこともなく、係争商標の登録と
使用は、公衆に製品の出所に対する誤認をもたら
すおそれがあり、正常な市場秩序を乱し、悪影響
をもたらすので、「商標法」第10条第１項第（８）
号にいう「その他の悪影響をもたらす」状況に該
当する。第４、係争商標には、MichaelJordan（邁
克爾・喬丹）の中国語の訳名を使用し、その先行
氏名権を損害しているので、「商標法」第31条に
いう「他人の現有の先行権利を損害した」状況に
該当する。しかし、商標審判委員会は、係争商標
の登録は再審申立人の氏名権を損害せず、係争商
標の登録を維持すべきであると認定した。

再審申立人は、商標審判委員会が下した維持
裁定を不服とし、2014年に法により北京第一中等
裁判所（以下「一審裁判所」という）に行政訴訟
を提起して、当該裁定の取消を請求した。しかし、
一審裁判所は、再審被申立人の裁定を維持する判
決を言い渡した。再審申立人は、更に一審判決を
不服とし、北京市高等裁判所（以下「二審裁判
所」という）に上訴を提起し、一審判決を取り消し、
かつ、法により係争裁定を取り消すことを請求し
た。しかし、二審裁判所は一審判決を維持した。
再審申立人は、二審判決を不服とし、最高裁判所
に再審を申し立てたが、最高裁判所は、最終的に
漢字商標「喬丹」が再審申立人の先行氏名権を損
害しているので、取り消すべきであると認定した。
しかし、再審申立人が「QIAODAN」に係る先行


